


令和元年度公共施設状況調査　新旧対照表
（ 都道府県分 ・ 市町村分 　作成要領 ・ 調査表 ・ その他 ）
	１２児童福祉施設　（調査表１０表）：P.１３

	旧
	新

	(1)　＜略＞
(2)　 児童福祉法第35条の規定により設置された常設保育所、母子生活支援施設及びへき地保育所
（いずれも管理・運営を委託しているものを含めること。）について入力するものであること。した
がって、保育所には、季節保育所は含まないものである。
また、調査時点現在において、例えば豪雪等の理由で一時閉所している場合には、閉所時期に
おける最も新しい時点において入力すること（例えば、9月1日以降閉所している場合は、８月
31日現在）。

＜以下、略＞

	(1)　＜略＞
(2)　 児童福祉法第35条の規定により設置された常設保育所、母子生活支援施設及びへき地保育所
（いずれも管理・運営を委託しているものを含めること。）について入力するものであること。した
がって、保育所には、季節保育所は含まないものである。なお、児童福祉法第６条の３第１３項に
基づく事業を実施するための施設である病児・病後児保育施設についても本表の調査の対象とす
るが、他の機能と併設で設置している場合にあっては、主たる施設の用途により、計上することと
し、重複計上はしない。
また、調査時点現在において、例えば豪雪等の理由で一時閉所している場合には、閉所時期に
おける最も新しい時点において入力すること（例えば、9月1日以降閉所している場合は、８月
31日現在）。

＜以下、略＞
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